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しんとうむら

　
専
決
処
分
と
は

専
決
処
分
と
は
…
本
来
は
議
会
が
議
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
件
を
、
時
間
的
に
議
会
の
招
集
を

待
て
な
い
緊
急
の
場
合
な
ど
に
、
行
政
運
営
の
遅

れ
や
滞
り
を
防
ぐ
た
め
、
例
外
的
に
、
村
長
が
議

会
の
議
決
に
代
わ
り
意
思
決
定
す
る
こ
と
。

　
マ
イ
ナ
免
許
証
と
は

マ
イ
ナ
免
許
証
と
は
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

運
転
免
許
情
報
を
記
録
し
た
も
の
。
従
来
の
運
転

免
許
証
の
代
わ
り
に
、
ま
た
は
併
用
し
て
利
用
で

き
る
。

専決
処分

榛
東
村
税
条
例

の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

榛
東
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和７年　第３回臨時会

臨時会
第３回
４月21日
議案
１件
承認
２件

　
「
地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
令
和
７
年
３
月

31
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
準
じ
て
、
村
に
お
い
て

も
令
和
７
年
４
月
１
日
に
施
行
す
る
た
め
、

専
決

処
分
に
よ
り
条
例
改
正
を
行
っ
た
も
の
。

【主
な
改
正
内
容
】

・

マ
イ
ナ
免
許
証
の
運
用
開
始
に
伴
う
、
規
定
の

整
備

・
軽
自
動
車
税
種
別
割
の
標
準
税
率
の
区
分
の
見
直

し
に
伴
う
税
率
の
区
分
の
改
正

　
「
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」

が
令
和
７
年
３
月
31
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
準
じ

て
、
村
に
お
い
て
も
令
和
７
年
４
月
１
日
に
施
行
す
る

た
め
、専
決
処
分
に
よ
り
条
例
改
正
を
行
っ
た
も
の
。

　
村
の
財
務
事
務
の
執
行
等
の

行
政
運
営
が
、
公
正
で
効
率
的

に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
監
査
し

ま
す
。

　
渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振

興
整
備
組
合
議
会
は
、渋
川
市・

吉
岡
町
・
榛
東
村
で
組
織
さ
れ

て
い
る
一
部
事
務
組
合
の
議
会

で
す
。
渋
川
市
９
人
・
吉
岡
町

３
人
・
榛
東
村
３
人
の
議
員
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
消
防
・
ご
み
処
理
・
し
尿
処

理
等
、
３
市
町
村
で
共
同
処
理

す
る
事
務
に
つ
い
て
、
予
算
等

を
審
議
し
て
い
き
ま
す
。

渋
川
広
域
市
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
議
会
議
員
３
人
決
定

渋
川
広
域
市
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
議
会
議
員
３
人
決
定

新
あら

井
い

　佐
さ

智
ち

子
こ

 氏

令和 ７ 年４月21日
から

令和11年４月19日
まで

任期

三俣　 実三俣　 実 善養寺 孝善養寺 孝 波多野 佐和子波多野 佐和子

人事
案件
監
査
委
員
が
決
定

《
全
員
賛
成
で
同
意
》

《
賛
成
多
数
で
承
認
》

《
賛
成
多
数
で
承
認
》

《
全
員
賛
成
で
当
選
》

第
一
種
原
動
機
付
自
転
車
に

「
総
排
気

量
が
50
ｃ
ｃ
を
超
え
１
２
５
ｃ
ｃ
以
下
で

あ
り
、
か
つ
最
高
出
力 

４
・
０
ｋ
ｗ
以

下
の
も
の
」
が
追
加
さ
れ
た
た
め
、
新

区
分
を
設
け
、
税
率
も
現
行
の
第
一
種

原
動
機
付
自
転
車
と
同
じ
２
０
０
０
円

と
す
る
改
正
で
す
。

【国民健康保険税の税額計算について】

内容 現行 改正後

基礎課税額に係る課税限
度額

65万円 66万円

後期高齢者支援金等課税
額に係る課税限度額

24万円 26万円

こ
の
改
正
に
よ
り
影
響
の
出
る
世
帯
が
あ

り
ま
す
か
。

健
康
保
険
課
長　
昨
年
度
の
基
礎
課
税
額

に
係
る
課
税
限
度
額
の
該
当
世
帯
は
12
世

帯
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
に
係

る
課
税
限
度
額
の
該
当
世
帯
は
12
世
帯
で

し
た
。

問答

提
案
理
由

提
案
理
由

裏表紙の審議結果
をご覧ください


